青森県漁業近代化資金利子補給規則の一部改正新旧対照表

	　青森県漁業近代化資金利子補給規則

附　　則

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　昭和四十四年度においては、第四条中「毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間」とあるのは、「この規則の公布の日から昭和四十四年十二月三十一日までの期間」と読み替えるものとする。

３　第一条に定めるもののほか、県は、青森県漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則（平成二十年八月青森県規則第三十六号）の公布の日から平成二十一年三月三十一日までの間において燃油高騰対策緊急資金を貸し付ける融資機関に対し、この項から附則第六項までに定めるところにより、当該燃油高騰対策緊急資金に係る利子補給金を交付する。

４　前項の「燃油高騰対策緊急資金」とは、融資機関（法第二条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる者に限る。）が同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に対して貸し付ける資金（漁業用燃油及び原油価格の高騰の影響を受ける資材の購入に要するものその他原油価格の高騰により漁業経営に要するものに限る。）のうち、緊急に必要な資金として知事が定める要件に該当するものをいう。

５　附則第三項の規定により交付する利子補給金の額は、第四条の各期間に準じて知事が別に定める期間における同項の燃油高騰対策緊急資金につき、その融資平均残高（同条の融資平均残高をいう。）に対し、知事が別に定める利子補給率の割合で計算した金額とする。

６　第三条及び第五条から第八条までの規定は、附則第三項の利子補給について準用する。この場合において、第六条第一項中「資金」とあるのは「附則第三項の燃油高騰対策緊急資金」と、同条第二項中「この規則又はこの規則」とあるのは「附則第三項から第六項までの規定又は同項において準用する第三条」と、第七条中「漁業近代化資金」とあるのは「附則第三項の燃油高騰対策緊急資金」と、第八条中「この規則」とあるのは「附則第三項から第六項までの規定」と読み替えるものとする。
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　　附　　則

１　この規則は、公布の日から施行する。
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